
自転車は薄暮時の早めのライト点灯＆反射材の活用を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      自転車事故ゼロに向け、再確認しましょう！ 

                 

    

 

 ドライバーや歩行者に自転車の存在を知らせるためにも、 

夕暮れで暗くなり始めたら、早めにライトを点灯しましょう。 

 ヘルメットを正しく装着し、あごひもをしっかり締めましょう。 

 

 

 

                     

 大阪府から皆様へ 

◆ 緊急事態宣言中は、できるだけ外出はやめてください。 

  【外出される場合は、以下の場合に限定してください】 

・医療機関への通院     

・食料・医薬品・生活必需品の買い出し 

・必要な職場への出勤（できるだけテレワークをしてください）  

・屋外での運動や散歩   

・その他、生活や健康の維持に必要なもの 

◆ 不要不急の都道府県移動は自粛してください。 

◆ 路上、公園等における集団での飲酒は自粛してください。 

 

《交通安全と健康管理講習会について》 

延期になっていました表題の講習会ですが、中止することに決定しました。 

それぞれが意識をもって、交通安全と健康管理に注意しましょう。 
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◎ 前号（第 75号）記載以降に発生した会員事故 

発生月日 種類 性別 年齢 事 故 の 内 容 

2.12.5 賠償 男 78 

駐車不可エリアに入った車に対し、別の駐車場を案内してい

る間に、別の会員が車止めを引き上げてしまい、その車両は

車止めに気付かず前進し、左前方をぶつけた。 

2.12.21 傷害 女 74 
就業先から自転車で帰宅途中に転倒し、右手首、右ひじ、 

右足くるぶしを骨折した。 

2.12.21 賠償 男 73 
ハシゴで地下に降りる際に、持っていたホウキを落としてし

まい、窓ガラスを破損させた。 

3.3.3 賠償 男 78 
坂道で駐車後、脚立を降ろしていたところ、車が動き出し 

３ｍ下方の家の壁に当たり停車し、雨どいを破損させた。 

     

令和２年度の会員事故は、傷害が１３件、賠償が１１件、合計２４件とな

っています。特に１０月は傷害、賠償共に４件ずつで８件もの事故があり、１ヶ

月当たりでは最多となってしまいました。傷害では虫刺されが７件と最も多く発生し

ており、できる限りの対策をして防ぐよう努めましょう。 

その他、転倒、転落事故が５件発生しており、重大な事故に繋がる

恐れもあるため、細心の注意を払い行動をしましょう。 

また、賠償では車に関係するものが４件、他は不注意によるものが多

く、各自十分に注意をして事故防止に努めましょう。 

 

【 令和２年度 月別会員事故発生件数 】                （ ）は前年度 

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

傷 害 0 0 2 1 2 3 4 0 1 0 0 0 13(20) 

賠 償 0 0 0 1 2 1 4 0 2 0 0 1 11 (5) 

合 計 0 0 2 2 4 4 8 0 3 0 0 1 24(25) 

 

【 年度別 平成２１年度～令和２年度 会員事故発生件数 】 

年度別 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元年 ２年 平均 

傷 害 7 3 5 6 6 5 4 7 15 9 20 13 8.33 

賠 償 3 7 6 2 5 4 5 12 8 10 5 11 6.50 

合 計 10 10 11 8 11 9 9 19 23 19 25 24 14.83 

 

 

 

 

発生事故！概要 


